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平成 29 年度 事業計画 

Ⅰ スポーツ活動普及事業                〔事業費 10,170 千円〕 

愛媛県民が広くスポーツについての理解と関心を深め、積極的にスポーツをする意

欲を高揚させ、地域・職場及び家庭において生活の実情に即してスポーツすることが

できるようにするため、職員の意識高揚、資質向上に努めながら、愛媛県や県内各市

町とのより深い連携・協調のもと、スポーツ活動の普及に取り組む。 

１ 指導者派遣事業 

生涯スポーツの普及振興のため、県内各市町からの要請に応じ指導員を派遣し、

子どもからお年寄りまで手軽にできるニュースポーツを紹介し、普及・定着・組織

化を推進することでスポーツ人口の拡大を図る。 

また、地域(市・町・職域等)からの要請に応じ、健康づくりに関する講義や実技、

体力テストなどを実施し、県民の健康増進を図る。 

２ 国体と県民をつなぐえひめスポーツ振興事業 

（１）えひめ国体 スポーツふれあい事業 

国際大会や全日本大会等で活躍したトップアスリート等を招聘し、えひめ国体

開催種目のスポーツ教室を該当市町で開催することで、スポーツへの興味、関心

を深め動機づけを行うとともに、えひめ国体のＰＲと開催気運の醸成を図る。 

また、実施主体に、該当地域の総合型地域スポーツクラブを組み入れ、総合型

地域スポーツクラブフェスタの要素を加味することで、総合型地域スポーツクラ

ブの活動内容を周知するとともに、子供から高齢者まで気軽に参加できる総合ス

ポーツイベントとする。 

この事業は、県内３か所で自治体、市町教育委員会、競技団体、該当地域の総

合型地域スポーツクラブ等と連携して開催する。 

実施時期 ４月～10 月 

開催場所 県内３か所 

開催予定種目 えひめ国体正式競技、公開競技、デモンストレーション競技 

対  象 一般県民（小・中学生、高校生、大学生、一般、高齢者） 

参加者数 1,000 名（３か所合計） 

（２）えひめニュースポーツ交流事業 

未経験者であっても気軽に参加できるスポーツ種目を紹介し、体験させるよう

な交流大会を実施してえひめ国体への興味・関心を高めるとともに、日頃スポー

ツや運動に親しむ機会の少ない県民にもレクリエーション・スポーツを介した健

康づくり・体力づくりを啓発する。 

実施時期 ４月～９月（年１回） 

開催場所 愛媛県総合運動公園（以下「県運動公園」）又は屋内外に施設

を有する県内各市町の体育施設 

開催予定種目 ニュースポーツ 全般 

対  象 一般県民（小・中学生、高校生、大学生、一般、高齢者） 

参加者数 300 名 
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３ スポ－ツ用具 無料貸出事業 

地域・職域等のグル－プ及び団体等からの要請に応じ、事業団所有のニュース

ポ－ツや体力テストの用具等を無料で貸し出し、スポーツの普及振興を図る。 

(貸出用具) 

ニュースポ－ツ用具、オリエンテ－リング用具、体力テスト用具、ゼッケン等 

４ スポーツイベント誘致促進事業 

2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催決定に伴い、スポーツ大会や

スポーツ合宿等のスポーツイベントの誘致活動が活発化されることが見込まれて

いる。また、本県においては 2017 年えひめ国体を目前に控え、スポーツ気運の醸

成、全県的なスポーツ施設の整備が進んでおり、県内へのスポーツイベント誘致

の好機となっている。 

この機会をとらえ、国際的・全国的スポーツイベントを県民に提供することで

スポーツへの一層の理解や振興を図るため、愛媛県と協調し、原則として新規の

国際的・全国的スポーツイベントの誘致を支援する。 

・支援対象経費  スポーツイベントの開催に要する経費 

・支援対象    国際的・全国的スポーツイベント等 

・支援割合    対象経費の１/６以内（上限 100 万円） 

Ⅱ 運動公園事業                    〔事業費 14,986 千円〕 

１ スポ－ツ教室等開催事業（通年） 

県民にスポーツを体験する場を提供し、スポーツへの参加意欲高揚を図るため、

県運動公園の各施設を利用し、次のスポーツ教室などを実施する。 

また、子育て中の女性の参加が見込まれる教室については、参加者の利便向上

のため、シルバー人材センターと連携し、託児サービスを実施する。 

（１）スポーツ教室 

平成 29 年度 愛媛県総合運動公園で開講するスポーツ教室 

種別 教 室 名 定 員 回 数 曜 日 開講期間 時 間 

昼

間(

午

前)
 

初級テニス 

（火曜コース） 
各 40 名 

12 回 

火曜日 

4 月～7 月 

9:00～11:00 

7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

初級テニス 

（水曜コース） 
各 40 名 

12 回 

水曜日 

4 月～7 月 

7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

初級テニス 

（木曜コース） 
各 40 名 

12 回 

木曜日 

4 月～7 月 

7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

健康づくり 
（水曜コース） 

各 60 名 

12 回 

水曜日 

4 月～7 月 

10:00～12:00 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

バドミントン 
（水曜コース） 

各 40 名 

12 回 

水曜日 

4 月～7 月 

10:00～12:00 

7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

バドミントン 
（金曜コース） 

12 回 

金曜日 

4 月～7 月 

7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 
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昼

間(

午

前)
 

レクリエーションバレ
ーボール（火曜コース） 

各 45 名 

12 回 

火曜日 

4 月～7 月 

10:00～12:00 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

レクリエーションバレ
ーボール（木曜コース） 

各 45 名 

12 回 

木曜日 

4 月～7 月 

10:00～12:00 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

えひめ愛ヨーガ 各 40 名 

12 回 

火曜日 

4 月～7 月 

10:00～11:30 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

ピラティス 

（初心者コース） 
各 18 名 

12 回 

水曜日 

4 月～7 月 

10:00～11:30 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

ピラティス 

（経験者コース） 
各 18 名 

12 回 

金曜日 

4 月～7 月 

10:00～11:30 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

フラダンス 
（月曜コース） 

各 30 名 

12 回 

月曜日 

4 月～7 月 

10:00～11:30 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

フラダンス 
（木曜コース） 

12 回 

木曜日 

4 月～7 月 

10:00～11:30 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

はじめての太極拳 各 30 名 

12 回 

木曜日 

4 月～7 月 

10:00～11:30 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

ＺＵＭＢＡ 各 50 名 

12 回 

月曜日 

4 月～7 月 

10:00～11:30 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

筋トレ＆ 
リラクゼーションストレッチ 

各 20 名 

12 回 

火曜日 

4 月～7 月 

10:00～11:30 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

昼

間(

午

後)
 

初級テニス 

（月曜・午後コース） 
各 40 名 

12 回 

月曜日 

4 月～7 月 

13:00～15:00 

7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

初級テニス 
（水曜・午後コース） 

各 40 名 

12 回 

水曜日 

4 月～7 月 

7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

すこやか健康づくり 各 60 名 

12 回 

月曜日 

4 月～7 月 

13:00～14:30 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

ラケットテニス 
（名称変更） 

各 30 名 

12 回 

水曜日 

4 月～7 月 

13:30～15:30 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

ダンベル体操 
＆バランスボール 

各 25 名 

12 回 

月曜日 

4 月～7 月 

13:30～15:00 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

ダンベル体操 
＆バランスボール 

各 25 名 

12 回 

水曜日 

4 月～7 月 

13:30～15:00 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 
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夜 

間 

夜間テニス 

(月曜コース) 
各 40 名 

12 回 
月曜日 

4 月～8 月 
19:00～21:00 

7 回 11 月～12 月 

夜間テニス 
（水曜コース） 

各 40 名 
12 回 

水曜日 
4 月～8 月 

19:00～21:00 
7 回 11 月～12 月 

夜間インドアテニス 40 名 10 回 水曜日 1 月～3 月 19:00～21:00 

夜間シェイプアップ 
エアロビクス 

各 25 名 

12 回 

月曜日 

4 月～7 月 

19:00～20:30 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

夜間バドミントン 
（月曜コース） 

各 45 名 

12 回 

月曜日 

4 月～7 月 

19:00～21:00 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

夜間バドミントン 
（水曜コース） 

各 45 名 

12 回 

水曜日 

4 月～7 月 

19:00～21:00 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

夜間卓球 各 50 名 

12 回 

月曜日 

4 月～7 月 

19:00～21:00 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

ＺＵＭＢＡ（夜間） 各 50 名 

12 回 

水曜日 

4 月～7 月 

19:00～20:30 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

夜間ピラティス 各 18 名 

12 回 

月曜日 

4 月～7 月 

19:00～20:30 7 回 11 月～12 月 

10 回 1 月～3 月 

夜間リフレッシュヨガ 各 40 名 
12 回 

金曜日 
4 月～7 月 

19:00～20:30 
14 回 11 月～3 月 

（２）スポーツ教室・体験フェスタ 

県民がスポーツをライフスタイルに組み込む際の選択肢を増やすため、県運動

公園で実施する様々なスポーツ教室を１日で体験することができる機会を提供す

る。 

実施時期 ７月、11 月(年２回)  

開催場所 体育館、会議室、研修室、トレーニングルーム 

開催予定種目 バドミントン、レクリエーションバレーボール、ニュー

スポーツ、エアロビクス、ピラティス、ヨーガ、太極拳、

ダンベル体操＆バランスボール、ウエスト＆ヒップ集中

シェイプアップ等 

対  象 教室参加者、一般 

参加者数 延べ 230 名 

（３）ミニスポーツ教室 等 

① ミニスポーツ教室（短期） 

教室を開講していない期間を利用し、気軽に参加できる１日で終わるスポ

ーツ教室(テニス教室、健康づくり教室、ニュースポーツ教室、ペタンク教室、

ノルディック・ウォーク教室など)を実施する。 

実施時期 ７月、８月、９月、10 月、11 月、12 月、１月、３月 

開催場所 体育館、ニンジニアスタジアム、テニスコート、他 
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対  象 一般、学生、小・中学生 

参加者数 延べ 300 名 

② 健康づくりセミナー 

一般の方を対象に、健康づくりのための栄養や運動に関する講演を専門家

を招聘し開催する。 

実施時期 ７月、12 月、２月(年３回) 

開催場所 県運動公園 体育館会議室、他 

対  象 一般 

参加者数 延べ 120 名 

③ ふれあい健康ウォーキング 

イベントをとおして、県民の健康づくりへの理解促進を図ることを目的に

開催する。 

実施時期 11 月～12 月 

開催場所 県運動公園 他 

対  象 小学生以上 

参加者数 60 名 

２ スポーツ大会の開催事業 

県運動公園で開講しているスポーツ教室の受講生と修了生との交流やコミュニ

ケーションの場を提供し、受講者のスポーツ活動の定着・継続化の促進とリピー

ターの確保を図るため、スポーツ大会を開催する。 

（１）県運動公園ふれあいスポーツ大会 

① たなばた大会 

開催種目 テニス、バドミントン、レクリエーションバレーボール 

実施時期 ６月～７月 

開催場所 体育館、補助体育館 

対  象 スポーツ教室の受講生と修了生 

参加者数 300 名 

② クリスマス大会 

開催種目 テニス、バドミントン、レクリエーションバレーボール 

実施時期 11 月～12 月 

開催場所 体育館、補助体育館 

対  象 スポーツ教室の受講生と修了生 

参加者数 350 名 

Ⅲ 武道館事業                      〔事業費 7,213 千円〕 

指定管理者として武道館が行う業務のうち「スポーツ行事の実施」「スポーツ情報

の収集・提供」「体力の保持増進に関する相談」「施設の提供」などの事業について、

これらを円滑に推進し、各種スポーツの振興・武道館の利用促進を図る。 

１ スポーツ・レクリエーション教室等開催事業 

だれもが生活を通じて、日常的にスポーツに親しむ機会を提供することを目的

にスポーツ・レクリエーション教室や講座などを開催する。種目は参加者のニー
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ズに応えられるよう常に見直しながら実施し、新規受講者の拡大やリピーターの

確保に努める。 

また、若年主婦の参加が見込まれる教室については、子育て支援の観点から、

シルバー人材センターと連携し、託児サービスを実施する。 

（１）スポーツ・レクリエーション教室 

６か月を 1 区切り（15 回程度）として年２期実施する。10 教室を次のとおり開

催する。 

平成 29 年度 武道館で開講するスポーツ・レクリエーション教室 

  教 室 名 定員 回数 曜日 開催期間 時 間 

午 
 

前 

ストレッチ・体操 各期30名 15 回 火 2 期（4～3 月） 10：00～11：30 

ハワイアン・フラ 各期30名 15 回 水 2 期（4～3 月） 10：00～11：30 

えひめ愛ヨーガ 各期30名 15 回 木 2 期（4～3 月） 10：00～11：30 

レクリエーションバレーボール 各期30名 15 回 金 2 期（4～3 月） 10：00～12：00 

午 
 

後 

太極拳 
入門クラス 

各期40名 15 回 水 2 期（4～3 月） 13：00～14：30 
中級クラス 

卓 球 

入門クラス 

各期40名 15 回 水 2 期（4～3 月） 13：30～15：30 
中級クラス 

夜 
 

間 

パンチ＆キック・エクササイズ 各期30名 15 回 火 2 期（4～3 月） 19：30～21：00 

はじめての球技(卓球・ 

バドミントン等) （新規） 
各期30名 15 回 火 2 期（4～3 月） 19：00～21：00 

リフレッシュ・ヨガ 各期30名 15 回 水 2 期（4～3 月） 19：30～21：00 

バドミントン 

ジュニアクラス 

各期40名 15 回 木 2 期（4～3 月） 19：00～21：00 入門クラス 

中級クラス 

※全教室は会場の都合により原則 15 回で２期実施。 

（２）講 座 

空き施設を利用し、気軽に参加できる体験講座を開催する。 

① 運動神経がＵＰする体操講座 

ア）運動神経がＵＰする体操講座 

幼児、小学生低学年児童を対象に、神経系の発達を促す調整運動を行い、

運動に必要な基本的な動きや体力を身につけ、将来の競技力向上及び障がい

予防のための講座を開催する。 

実施時期 通年（年 8 回） 

開催場所 柔道場 

対  象 幼稚園児程度、小学生低学年程度 

参加者数 幼稚園児程度 各回 50 名、小学生低学年程度 各回 50 名 
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イ）「運動神経がＵＰする体操講座」講習会（新規） 

各市町の行政、市町体育協会等の運動指導者を対象に、幼児や親子で行え

る運動の必要性を目的とした事業団が行っている講座を紹介し、えひめ国体

終了後のスポーツ人口の底辺拡大を目的に講座を年 1 回開催する。また、要

望に応じて県下で実施する。 

実施時期 11 月 

開催場所 柔道場 

対  象 各市町の行政、市町体育協会等の運動指導者 

参加者数 30 名程度 

② 親子健康づくり講座 

親子を対象に、運動指導や栄養学指導を行う講座を年２回開催する。 

実施時期 ６月、10 月 

開催場所 柔道場 

対  象 親子 

参加者数 30 組 

③ 健康づくりセミナー 

一般を対象に、運動指導や栄養学指導を行う講座を年 1 回開催する。 

実施時期 12 月 

開催場所 柔道場 

対  象 一般 

参加者数 30 名 

④ トレーニング体験 DAY 

トレーニング室の利用促進を図るため、体力の測定後に体力向上へのトレ

ーニング機器の使い方等を体験する機会を提供する。 

実 施 日 週１回（午後の時間帯） 

開催場所 トレーニング室 

対  象 高校生以上（個人） 

参加者数 各回 ５名程度 

⑤ 競技力向上支援事業 

国体選手等の競技力向上及びメディカルチェック室の利用促進を図るため、

競技団体等と連携し、団体から推薦のあった競技者に対し、専門体力測定（一

般体力測定）を体験する機会を提供する。 

実施時期 月１回程度 

開催場所 メディカルチェック室及びトレーニング室 

対  象 競技者（団体） 

参加者数 一団体 10 名程度 

２ スポーツ大会等の開催事業 

（１）レクリエーションバレーボール大会 

武道館を利用しているグループ等を対象に、相互交流や施設利用促進を図るた
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めレクリエーションバレーボール大会を年３回開催する。 

実施時期 ６月、11 月、２月 

開催場所 主道場 

対  象 スポーツ・レクリエーション教室修了者、武道館利用者、一

般 

参加者数 各回 16 チーム（計 360 名） 

（２）卓球大会 

武道館及び総合運動公園スポーツ・レクリエーション教室の受講生と修了生と

の交流やコミュニケーションの場を提供するとともに、スポーツ活動の定着･継続

化の促進、リピーターの確保を図るため卓球大会を年３回開催する。 

実施時期 ５月、10 月、１月 

開催場所 主道場 

対  象 スポーツ・レクリエーション教室修了者、武道館利用者、一

般 

参加者数 各 30 チーム（計 180 名程度） 

（３）バドミントンリーグ大会 

武道館及び総合運動公園スポーツ・レクリエーション教室の受講生と修了生と

の交流やコミュニケーションの場を提供するとともに、スポーツ活動の定着･継続

化の促進、リピーターの確保を図るためバドミントンリーグ大会を年１回開催す

る。 

実施時期 ６月頃（２日間）（未定） 

開催場所 主道場 

対  象 スポーツ・レクリエーション教室修了者、武道館利用者、一

般 

参加者数 16 チーム（計 32 名程度） 

（４）教室生発表・体験会 

スポーツ・レクリエーション教室の受講生及び修了生を対象に、ハワイアン・

フラ、太極拳等の「発表会」やヨーガ等の「体験会」を年１回開催し、互いの交

流を深める。 

実施時期 ２月頃 

開催場所 柔道場 

対  象 スポーツ・レクリエーション教室修了者、武道館利用者、一

般 

参加者数 100 名 

３ 武道普及事業 

（１）鏡開き式 

武道愛好者の意識高揚や武道の普及振興を図るため、新春に武道団体が一堂に

会し、各武道の演武披露、稽古始めを内容とする「鏡開き式」を開催する。 

実 施 日 平成 30 年１月８日（月） 

開催場所 主道場ほか 
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対  象 武道関係者、一般 

参加者数 1,000 名 

（２）武道体験フェスタ 

各武道団体の指導者が、主に武道未体験者や武道に興味を持つ小中学生等に、

武道の楽しさや喜びを味わってもらうため、種目毎にわかりやすく紹介・指導す

る場を提供し、武道の普及・振興を図る。 

実 施 日 平成 29 年 8 月 5 日（土） 

開催場所 主道場、柔道場 

対  象 幼児、小学生、中学生、高校生、一般 

参加者数 500 名 

（３）東・南予地区武道体験フェスタ 

東予地区、南予地区において、武道未体験者や武道に興味を持つ小中学生等に、

各武道を一同に体験する場を提供し、県内武道の一層の普及・振興を図る。 

実 施 日 平成 30 年１月 27 日（土） 東予 

平成 30 年 3 月 3 日（土）  南予 

開催場所 東予地区、南予地区の体育館など 

対  象 幼児、小学生、中学生、高校生、一般 

参加者数 各 300 名 

（４）武道入門講座 

小学生を対象に、礼儀作法や簡単な柔道や空手などの武道の基本動作を身につ

ける講座を年 10 回程度開催する。 

実施時期 通年（特に 8 月頃集中して） 

開催場所 柔道場、剣道場及び依頼先で実施 

対  象 小学生程度 

参加者数 各回 30 名程度 

（５）東・南予地区武道入門講座 

小学生を主対象に、東・南予地区で各武道の基本動作を身につける講座を開催

する。 

実施時期 ９月頃 

開催場所 東予地区、南予地区の体育館など 

対  象 小学生程度 

参加者数 各回 30 名程度 

（６）生きがいづくり武道入門講座 

一般の方を対象に、杖道や居合道、なぎなたなどの武道の基本動作を身につけ、

護身や生きがいづくりに役立てる講座を年５回程度開催する。 

実施時期 通年 

開催場所 柔道場、副道場及び依頼先で実施 

対  象 一般 

参加者数 各回 10 名程度 
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４ ジュニア技術向上事業（11～2 月） 

日本武道館の補助を受けて、「地方青少年武道錬成大会」及び「地域社会武道指導

者研修会」を実施し、ジュニアの技術向上と指導者の資質向上を図る。 

（１）地方青少年武道錬成大会 

① 銃剣道 

実 施 日 平成 29 年 12 月 23 日～24 日 

開催場所 副道場 

内  容 銃剣道の錬成大会 

基本技能の習得、練習方法の伝達など 

参加者数 65 名 

（２）地域社会武道指導者研修会 

① 弓 道 

実 施 日 平成 29 年 11 月 25 日～26 日 

開催場所 県運動公園弓道場 

内  容 弓道指導者の研修会 

指導力・競技力の向上 

参加者数 50 名 

② 合気道 

実 施 日 平成 30 年 2 月 17 日～18 日 

開催場所 柔道場 

内  容 合気道指導者の研修会 

指導力・競技力の向上 

参加者数 120 名 

Ⅳ．運動公園管理運営事業                〔事業費235,673千円〕 

指定管理者として、委託料と収受する施設の利用料及び管理施設を活用した事業

の収入により、施設の管理運営を行う県運動公園について、収益の向上、管理運営

コストの縮減等を図り、利用者サービスの向上と効果的な管理運営を適正に実施す

る。また、平成29年度に開催されるえひめ国体・えひめ大会(全国障害者スポーツ大

会)の開催に向けて、施設の管理・整備等全面的に協力する。 

１ 基本方針 

愛媛県の公共スポーツ施設として、「設置目的に沿った管理運営」「公平・公正

な運営」「効率的かつ効果的な管理運営」「利用促進・利用者満足度の向上」「利用

者の安全に配慮した管理運営」「スポーツ立県えひめ実現など諸施策への支援、協

力」の基本理念の下、県運動公園の各施設を活用したスポーツ・レクリエーショ

ンの振興を図るとともに利用者へ奉仕と公平なサービスに努め、特定の団体に有

利あるいは不利をもたらさないよう効率的かつ効果的な管理運営を行う。 

また、平成 29 年に開催される「愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会」に向けて、

県及び関係機関と連携し施設の充実、整備を行うとともに大会開催の気運醸成を

図る。 

（１）設置目的に沿った管理運営 
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県運動公園の機能を活かし適正な施設の供用を行うとともに、施設を有効に活

用するため、スポーツ教室・スポーツ大会等のソフトウエアを提供するほか、県

民が公園の散策、スポーツ・レクリエーション活動などを通して制作した作品の

発表・交流の場を提供するなど新たな利用を発掘し、設置目的である県民のスポ

ーツ振興とレクリエーション活動の促進を図る。 

（２）公平・公正な運営 

公の施設の管理代行者として、特定の利益に偏ること無く公平・公正な運営を

行うとともに、透明性の確保のため、業務内容、収支状況等について、ホームペ

ージ等を利用した情報開示を行う。 

（３）効率的かつ効果的な管理運営 

経営感覚を持った効率的な運営体制による財務体質の強化と適正な収入確保を

図り、収益を向上させるとともに収益を県民及び管理施設に還元する。 

（４）利用促進・利用者満足度の向上 

利用者の目線に立った管理運営により、利用者ニーズを的確に把握し、利用し

やすい施設を提供するとともに、各種競技団体等との連携などにより、高度な競

技会・イベントの誘致など、施設の価値を高め利用促進と利用者サービスの向上

を図る。 

施設の安全管理の徹底、個人情報の保護など、安心して利用できる環境を構築

し、県民に親しまれ、愛される公園を実現する。 

（５）利用者の安全に配慮した管理運営 

危機管理マニュアルを遵守し、 職員訓練・研修を実施するなど、安心して利用

できる環境整備に努める。また、個人情報の管理について、情報漏えいの防止徹

底に努める。 

（６）スポーツ立県えひめ実現など諸施策への支援、協力 

スポーツ立県えひめを目指す県と連携を図り、国体の競技力強化等へ施設の優

先確保、利用料金減免、利用時間の延長など積極的な協力を行うとともに、えひ

め国体に関する情報提供や県ゆかりのトップアスリート企画展の実施など、「2017

愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会」成功に向けたスポーツ振興に協力するほか、

子育て支援、障がい者の自立支援など国・県の施策へ協力する。 

２ 維持管理の実施計画 

事務経費、光熱費等の業務経費を節約するとともに、常に快適な利用ができる

状態を確保するため、職員による日常点検を実施する。 

また、施設・設備の維持管理に万全を期すため、専門知識・技術を要する分野

については、外部業者に委託し実施する。 

（１）公園内体育施設の適正な管理・供用 

公園内の各体育施設について、日常の点検・清掃・管理を行う。次の施設には、

窓口に職員を常駐させ、受付・管理を行い利用者の利便性・サービスの向上を図

る。 

（窓口常駐の施設） 
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ニンジニアスタジアム、体育館（補助体育館含む）、テニスコート、 

トレーニングルーム 

各施設での競技大会等の開催時には、施設の供用、備品の貸出などを適正に行

い、大会等の開園時間外の準備等にも柔軟に対応する。 

また、職員の接遇を向上し、利用者の立場に立ったサービスの提供を行う。 

えひめ国体開催に向け、関係機関との連絡調整を密接に行い、施設整備を円滑

に進めるとともに、施設が円滑に供用できるよう連絡調整を行う。 

（２）公園機能の拡充・保持 

県運動公園は都市公園としての機能を有しており、県民の余暇活動・憩いの場

として親しまれる施設となるよう、設備整備・管理を行う。また、大規模災害に

備え、災害時の広域防災拠点施設としての機能を果たせるよう日常から防災体制

の充実を図る。 

（災害時の県運動公園の位置づけ） 

国中央防災会議-------- 地域防災計画における広域物資拠点及び活動拠点 

愛媛県地域防災計画---- 広域防災拠点 

松山市防災計画-------- 指定緊急避難場所・広域避難地 

防火・防災の安全管理については年2回の消防訓練を行うとともに、利用者の安

全確保を第一とした安全管理体制を充実させる。 

（３）園内巡視及び施設・設備の日常点検 

職員による園内巡視を行い、盗難・事故・火災等の予防、公園の美化、施設の

適正な管理運営を行う。 

施設設備・備品の点検・整備を行い、軽微な傷みについては職員又は業者によ

る修繕を行い、良好な状況で供用できるよう努める。また、利用者からの要望を

掌握するとともに、日常の点検等により必要と認められる施設・設備の大規模修

繕、備品補充について県当局に報告し計画的に実施する。 

（４）業者委託による点検等 

次の設備等の点検保守・管理については、専門の業者に委託し実施する 

① 警備委託  

② 電気工作物試験点検業務委託 

③ 汚水処理施設維持管理業務委託 

④ 消防設備点検業務委託  

⑤ ボイラー保全点検業務委託 

⑥ 空調設備等点検委託 

⑦ 遊具保守点検業務委託 

⑧ 自動ドア点検委託 

⑨ 電光掲示盤保守点検業務委託（ニンジニアスタジアム・球技場） 

⑩ 陸上競技用電子機器保守点検業務委託 

⑪ 陸上競技機器保守点検業務委託 

⑫ トレーニング機器点検業務委託 

⑬ バスケットボールゴール点検 
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⑭ エレベーター保守点検（ニンジニアスタジアム・体育館・テニスコート） 

（５）施設及び園内の清掃 

① 職員による園内の除草及びゴミ等の清掃 

 園内のゴミ等は、職員が巡回し回収処分を行う。委託箇所以外の除草につ

いても職員により行う。  

② 業者委託による清掃等 

ア 衛生設備等清掃業務委託 

イ 建物清掃業務委託 

ウ 屋外清掃委託 

エ 汚水配水管清掃業務委託 

③ 廃棄物運搬処理業務 

ア 一般廃棄物運搬処理業務委託 

イ 刈草運搬処理業務委託 

（６）施設管理 

① 県備品の適切な管理 

② 施設･設備の維持管理 

定期的に各施設を巡回し、施設･設備の点検を実施する。 

③ 防火管理 

防火管理者を置き、消防計画により防火管理を実施する。 

④ 職員による体育施設内の植栽管理 

芝刈、散水、除草、施肥等の日常的な植栽管理を実施する。 

⑤ 業者委託による植栽管理 

ア 園内樹木の植栽管理業委託 

潅水、施肥、薬剤散布、剪定 

イ 冬芝管理作業委託 

J2 リーグのホームスタジアムであるニンジニアスタジアムの冬芝（オーバ

ーシード）作業全般を専門の業者に委託する。 

ウ 春芝管理委託 

球技場・補助競技場・多目的広場の芝生について、春季穿孔・薬剤散布を

業者に委託し行う。 

Ⅴ 武道館管理運営事業                 〔事業費 184,329 千円〕 

指定管理者として、委託料と収受する施設の利用料及び管理施設を活用した事業

の収入により、県から委任された施設の管理運営を行っている武道館について、収

益の向上、管理運営コストの縮減等を図り、利用者サービスの向上と効果的な管理

運営を適正に実施する。 

１ 基本理念 

愛媛県の公共スポーツ施設として、「設置目的に沿った管理運営」「公平公正な

運営」「利用促進・利用者満足度の向上」「利用者の安全に配慮した管理運営」「ス

ポーツ立県えひめ実現への協力」「効果的かつ効率的な管理運営」の基本理念の下、

武道団体の協力も得ながら適正な管理運営を行う。 
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（１）設置目的に沿った管理運営 

武道館の機能を活かし適正な施設の供用を行うとともに、設置目的にある「県

民の心身の健全な発達に寄与」するため、スポーツ教室・スポーツ大会、各種講

座等のソフトウエアを提供するほか各種武道イベントを開催し、武道に対する意

識の高揚を図る。また、トレーニング室を活用し、ショートプログラムの集団指

導や、体力に応じたトレーニングメニューを提供するとともに、栄養・健康生活

アドバイス表、体力診断表、トレーニングカルテを作成し、個別の体力相談を行

う。 

（２）公平・公正な運営 

公の施設の管理代行者として、特定の利益に偏ること無く公平・公正な運営を

行うとともに、透明性の確保のため、業務内容、収支状況等について、インター

ネット等を利用した情報開示を行う。 

（３）利用促進・利用者満足度の向上 

利用者の目線に立った管理運営により、利用者ニーズを的確に把握し、利用し

やすい施設を提供するとともに、各種競技団体等との連携などにより、県内外の

最高峰レベルの大会や県代表及び日本代表の強化合宿等を誘致し、子供たちが武

道をはじめとする多様なスポーツに参加できるスポーツ施設を目指す。 

また、全国の武道館、関係行政機関、スポーツ団体及びイベント企画会社等と

の協力・連携によるネットワークを構築し、高度な競技会・イベントの誘致など、

施設の価値を高め利用促進と利用者サービスの向上を図る。 

① 全国都道府県立武道館協議会や県内公立武道館等との連携を図り、武道を

はじめとするスポーツ情報を積極的に収集し、情報ラウンジコーナーなどで

提供するとともに、武道館ホームページの充実を図り、インターネットの活

用による情報提供を行う。 

② ｢武道館だより｣や年間・月間行事などイベント情報を提供する。 

（４）利用者の安全に配慮した管理運営 

危機管理マニュアルを遵守し、 職員訓練・研修を実施するなど、安心して利用

できる環境整備に努めるとともに、個人情報の管理について、情報漏えい防止を

徹底する。 

（５）効率的かつ効果的な管理運営 

経営感覚を持った効率的な運営体制による財務体質の強化と適正な収入確保を

図り、収益を向上させるとともに収益を県民及び管理施設に還元する。 

（６）｢スポーツ立県えひめ｣実現への協力 

スポーツ立県えひめを目指す県と連携を図り、国体の競技力強化等へ施設の優

先確保、利用料金減免、利用時間の延長など積極的な協力を行うとともに、えひ

め国体に関する情報提供など、「2017 えひめ国体・えひめ大会」成功に向けた県民

意識の啓発、認知度向上及び「水泳」「剣道」「柔道」「デモンストレーション」と

いった競技会等の運営に施設管理者として側面から協力するほか、武道必修化へ

の支援、子育て支援、障がい者の自立支援など国・県の施策へ協力する。 
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２ 維持管理の実施計画 

利用者が、常に快適に利用できるよう、施設設備・備品の点検・整備を行うと

ともに、軽微な傷みについては職員又は業者による修繕を行い、良好な状況で供

用できるよう努める。また、利用者からの要望を掌握するとともに、日常の点検

等により必要と認められる施設・設備の大規模修繕、備品補充については、県当

局に報告し計画的に実施する。 

（１）職員による定期巡回、施設・設備点検及び備品の適正管理 

（２）防火管理（防火管理者の設置・消防計画の作成・実施） 

（３）業者委託による施設・設備の維持管理 

① 警備（館内警備・駐車場警備） 

② 清掃（日常清掃・窓ガラス清掃） 

③ 廃棄物処理（一般廃棄物・産業廃棄物） 

④ 植栽管理 

⑤ 電気工作物保安管理 

⑥ 設備保守点検 

（消防設備保守・空調設備保守・給排水衛生設備保守） 

⑦ 自動制御及び中央監視システム保守点検 

⑧ エレベーター保守点検 

⑨ 大型映像表示装置保守点検 

⑩ 建具等設備保守点検 

（舞台吊物装置保守・移動式客席保守・ランニングウォール・ブラインド保

守・ロールスクリーン保守・遮光ルーバー保守・換気パネル保守・自動ド

ア保守） 

⑪ 床転換システム保守点検 

３ 体育施設協会に関する業務 

愛媛県内における体育施設の整備充実と適正運営について研究協議し、体育の

振興に寄与することを目的とする愛媛県体育施設協会の事務局（平成 21 年４月１

日武道館に設置）として、その業務を行う。 

（業務の内容） 

（１）協会の運営事務 

（２）各種講習会及び資格認定試験の案内 

（３）研究協議会の開催及び案内 

①全国体育施設研究協議大会の案内 

②四国ブロック研究協議会の開催 

③県内研究協議会の開催 

Ⅵ えひめ広域スポーツセンター事業           〔事業費 11,193 千円〕 

近年、地域におけるスポーツ振興の必要性は高まっており、若年層から高齢者ま

で多様な人員構成で、地域の学校開放施設や公共施設を拠点とし、地域が主体的に
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運営する総合型地域スポーツクラブ（以下、項目以外は「総合型クラブ」と省略）

の設立・育成が国の施策として推進されている。 

愛媛県スポーツ振興計画においても、合併前の県下市町村に一つ以上の総合型ク

ラブを設置するという目標を挙げ、平成 13年度から総合型クラブの支援組織として、

えひめ広域スポーツセンターを設置した。 

その活動の成果として、平成 28 年度末現在で 41 の総合型クラブの設立を見るこ

ととなっているが、引き続き『えひめ広域スポーツセンター』の機能を生かし、目

標達成に向けて総合型クラブ創設支援及び育成事業を実施する。 

１ 情報提供事業 

（１）えひめ広域スポーツセンターホームページの運営 

えひめ広域スポーツセンターのホームページを運営し、広域スポーツセンター

の事業目的や既設の総合型クラブの活動内容等を広報することで、総合型クラブ

に対する理解促進を図る。 

（２）えひめ広域スポーツセンター情報誌の発行 

県内外の総合型クラブの活動状況や広域スポーツセンター事業の広報を行うた

め、情報誌「総合型クラブだより」を発行する。 

２ 総合型地域スポーツクラブの創設・育成支援 

（１）巡回指導（年 90 回） 

指導員を派遣し、設立済みの総合型クラブに経営面や事業面に関する指導、

助言など、育成支援を行うとともに、総合型クラブ未設置市町には総合型クラ

ブ創設に向けた支援を行う。 

（２）地域スポーツ教室 開設事業 

地域で住民が気軽にスポーツを体験できる機会を設けるため、県内に設立され

た総合型クラブに協力を依頼し、県内の市町でスポーツ教室を開催する。 

実施時期 ５月～３月(通年) 

開催場所 県内３か所 

開催予定種目 テニス、バレーボール、健康体操、ヨーガ、エアロビクス、

ニュースポーツ等、該当地域、共催クラブで今まで実施して

いなかったスポーツ種目を行い、スポーツ実施率の上昇と底

辺の拡大を図る。 

対 象 学生・一般・中高齢者 

参加予定者数 延べ 3,600 名（参加者 20 名×３か所×60 回） 

３ 総合型地域スポーツクラブ相互の情報交換や交流の活性化 

（１）クラブサミットの開催 

県内の総合型クラブが抱える課題や問題点の情報交換の場を提供するとともに

県外から講師を招聘し、先進事例を紹介する研修会を開催する 

実施時期 ９月 

開催場所 県運動公園 会議室 

対  象 総合型クラブ関係者、一般 

参加者数 50 名 
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（２）愛媛県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の支援 

愛媛県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会事務局として、総合型地域スポー

ツクラブが独自に開催する交流会や研修会といった事業を支援する。 

（３）総合型地域スポーツクラブ・クラブマネジャー養成講習会の開催 

県下各地域において総合型クラブの中心的存在として活躍するクラブマネジャ

ーを養成するため、養成講習会を開催する。 

実施時期 １月 

開催場所 県運動公園 会議室 

対  象 総合型クラブ関係者、一般 

参加者数 30 名 

 



 

 

 

 

平成２９年度 

 

収 支 予 算 書 

 



(単位：千円）

収益事業等会計

収益事業

運動公園事業
運動公園

管理運営事業
武道館事業

武道館
管理運営事業

小計
スポーツ活動
普及事業

えひめ広域
スポーツ

センター事業
小計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

基本財産運用収入 0 0 0 0 0 0 4,428 4,428 4,428 0 4,428 8,856

基本財産利息収入 0 0 0 0 0 0 4,428 4,428 4,428 0 4,428 8,856

特定資産利息収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18

退職手当積立金利息収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18

巡回指導車積立金利息収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

スポーツ活動普及事業収入 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 0 300

指導員派遣事業収入 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 0 300

運動公園事業収入 15,229 0 0 0 15,229 0 0 0 15,229 0 0 15,229

スポーツ教室参加料収入 14,892 0 0 0 14,892 0 0 0 14,892 0 0 14,892

スポーツ教室託児料収入 159 0 0 0 159 0 0 0 159 0 0 159

スポーツ大会参加料収入 178 0 0 0 178 0 0 0 178 0 0 178

武道館事業収入 0 0 4,284 0 4,284 0 0 0 4,284 0 0 4,284

スポーツ教室参加料収入 0 0 3,923 0 3,923 0 0 0 3,923 0 0 3,923

スポーツ教室託児料収入 0 0 165 0 165 0 0 0 165 0 0 165

スポーツ大会参加料収入 0 0 196 0 196 0 0 0 196 0 0 196

広域スポーツセンター事業収入 0 0 0 0 0 0 1,190 1,190 1,190 0 0 1,190

広域スポーツセンター事業委託金収入 0 0 0 0 0 0 1,080 1,080 1,080 0 0 1,080

講習会参加料収入 0 0 0 0 0 0 110 110 110 0 0 110

運動公園管理運営事業収入 0 237,366 0 0 237,366 0 0 0 237,366 0 0 237,366

管理運営委託金収入 0 199,105 0 0 199,105 0 0 0 199,105 0 0 199,105

施設利用料収入 0 38,261 0 0 38,261 0 0 0 38,261 0 0 38,261

運動公園レストハウス事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,807 0 1,807

運動公園レストハウス使用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,807 0 1,807

武道館管理運営事業収入 0 0 0 173,192 173,192 0 0 0 173,192 27,646 0 200,838

管理運営委託金収入 0 0 0 148,192 148,192 0 0 0 148,192 0 0 148,192

施設利用料収入 0 0 0 25,000 25,000 0 0 0 25,000 27,646 0 52,646

日本武道館補助金収入 0 0 1,800 0 1,800 0 0 0 1,800 0 0 1,800

日本武道館補助金収入 0 0 1,800 0 1,800 0 0 0 1,800 0 0 1,800

スポーツ振興くじ補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

スポーツ振興くじ補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

普通預金受取利息収入 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 1 3

普通預金利息収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

運動公園普通預金利息収入 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

武道館普通預金利息収入 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1

定期預金受取利息収入 0 5 0 4 9 0 0 0 9 0 50 59

定期預金利息収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50

運動公園定期預金利息収入 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5

武道館定期預金利息収入 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 4

自動販売機設置収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,800 0 13,800

運動公園自販機収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,600 0 9,600

武道館自販機収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,200 0 4,200

広告事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 0 228

運動公園広告収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 124

武道館広告収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 104

雑収入 0 24 0 85 109 0 0 0 109 0 11 120

雑収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11

運動公園雑収入 0 24 0 0 24 0 0 0 24 0 0 24

武道館雑収入 0 0 0 85 85 0 0 0 85 0 0 85

経常収益計 15,229 237,396 6,084 173,282 431,991 300 5,618 5,918 437,909 43,481 4,508 0 485,898

（２）経常費用

事業費 14,986 235,673 7,213 184,329 442,201 10,170 11,193 21,363 463,564 17,821 481,385

給料・職員手当 1,399 46,893 0 50,424 98,716 0 2,477 2,477 101,193 4,700 105,893

退職給付費用 0 2,821 0 3,061 5,882 0 0 0 5,882 52 5,934

臨時雇賃金 0 25,907 0 13,683 39,590 0 0 0 39,590 1,363 40,953

法定福利費 1,929 8,802 0 9,646 20,377 0 3,266 3,266 23,643 857 24,500

福利厚生費 32 122 0 131 285 0 58 58 343 13 356

旅費交通費 373 470 94 764 1,701 743 891 1,634 3,335 24 3,359

通信運搬費 52 686 94 750 1,582 130 153 283 1,865 16 1,881

消耗品費 2,093 2,106 1,550 2,199 7,948 1,185 422 1,607 9,555 69 9,624

原材料費 0 6,605 0 0 6,605 0 0 0 6,605 0 6,605

修繕費 78 4,266 60 3,787 8,191 54 0 54 8,245 286 8,531

印刷製本費 862 1,021 186 225 2,294 432 1,110 1,542 3,836 3 3,839

燃料費 0 569 39 9,678 10,286 104 0 104 10,390 729 11,119

光熱水費 0 40,176 0 24,378 64,554 0 0 0 64,554 1,026 65,580

賃借料 43 1,058 324 4,408 5,833 1,029 497 1,526 7,359 3,370 10,729

保険料 56 369 98 529 1,052 276 0 276 1,328 37 1,365

諸謝金 5,758 0 2,106 216 8,080 1,512 1,678 3,190 11,270 0 11,270

租税公課 430 6,930 207 5,347 12,914 327 381 708 13,622 510 14,132

負担金 54 60 1,800 71 1,985 0 54 54 2,039 0 2,039

補助金 0 0 0 0 0 2,100 0 2,100 2,100 0 2,100

委託費 1,783 86,680 633 54,719 143,815 2,139 173 2,312 146,127 4,759 150,886

手数料 44 132 22 101 299 33 33 66 365 7 372

雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

交際費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

減価償却費 0 0 0 212 212 106 0 106 318 0 318

管理費 4,247 4,247

給料・職員手当 1,493 1,493

退職給付費用 164 164

臨時雇賃金 94 94

法定福利費 214 214

福利厚生費 3 3

旅費交通費 334 334

通信運搬費 39 39

消耗品費 152 152

修繕費 0 0

印刷製本費 69 69

燃料費 0 0

光熱水費 258 258

賃借料 60 60

保険料 0 0

租税公課 205 205

負担金 100 100

委託費 735 735

手数料 283 283

諸謝金 0 0

会議費 0 0

雑費 0 0

交際費 44 44

減価償却費 0 0

経常費用計 14,986 235,673 7,213 184,329 442,201 10,170 11,193 21,363 463,564 17,821 4,247 0 485,632

当期収支差額 243 1,723 △ 1,129 △ 11,047 △ 10,210 △ 9,870 △ 5,575 △ 15,445 △ 25,655 25,660 261 0 266

0 0 0 0

基本財産評価損益等 0 0 0 0

特定資産評価損益等 0 0 0 0

0 0 0 0

評価損益等計 0 0 0 0

当期経常増減額 243 1,723 △ 1,129 △ 11,047 △ 10,210 △ 9,870 △ 5,575 △ 15,445 △ 25,655 25,660 261 0 266

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

経常外収益 0 0 0 0

経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）経常外費用

0 0 0 0

法人税等 0 0 0 77 0 77

経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 77
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 77 0 0 △ 77
他会計振替額 25,337 △ 25,583 246 0 0

243 1,723 △ 1,129 △ 11,047 △ 10,210 △ 9,870 △ 5,575 △ 15,445 △ 318 0 507 0 189
一般正味財産期首残高 207,414 13,320 34,440 255,174
一般正味財産期末残高 207,096 13,320 34,947 255,363

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0
指定正味財産期首残高 375,102 375,102 750,204
指定正味財産期末残高 375,102 375,102 750,204

Ⅲ 正味財産期末残高　 582,198 13,320 410,049 1,005,567

平成29年度 正味財産増減予算書平成29年度 正味財産増減予算書平成29年度 正味財産増減予算書平成29年度 正味財産増減予算書

当期一般正味財産増減額

施設管理事業

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

内部取引控除 合計

スポーツ振興事業

法人会計科     目

公益目的事業会計

スポーツ活動普及事業

合計

評価損益等調整前当期経常増減額

投資有価証券評価損益等

体育施設運営事業

経常外費用（過年度法人税等）

1
8



（公益目的事業会計）
H29 前年度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益
基本財産運用収入 4,428 3,422 1,006
基本財産利息収入 4,428 3,422 1,006

特定資産利息収入 0 0 0
退職手当積立金利息収入 0 0 0
巡回指導車積立金利息収入 0 0 0

スポーツ活動普及事業収入 300 400 △ 100
指導員派遣事業収入 300 400 △ 100

運動公園事業収入 15,229 14,971 258
スポーツ教室参加料収入 14,892 14,479 413
スポーツ教室託児料収入 159 314 △ 155
スポーツ大会参加料収入 178 178 0

武道館事業収入 4,284 4,925 △ 641
スポーツ教室参加料収入 3,923 4,296 △ 373
スポーツ教室託児料収入 165 427 △ 262
スポーツ大会参加料収入 196 202 △ 6

広域スポーツセンター事業収入 1,190 1,193 △ 3
広域スポーツセンター事業委託金収入 1,080 1,083 △ 3
講習会参加料収入 110 110 0

運動公園管理運営事業収入 237,366 234,513 2,853
管理運営委託金収入 199,105 202,513 △ 3,408
施設利用料収入 38,261 32,000 6,261

武道館管理運営事業収入 173,192 179,128 △ 5,936
管理運営委託金収入 148,192 150,808 △ 2,616
施設利用料収入 25,000 28,320 △ 3,320

日本武道館補助金収入 1,800 1,800 0
日本武道館補助金収入 1,800 1,800 0

スポーツ振興くじ補助金収入 0 0 0
スポーツ振興くじ補助金収入 0 0 0

普通預金受取利息収入 2 4 △ 2
運動公園普通預金利息収入 1 2 △ 1
武道館普通預金利息収入 1 2 △ 1

定期預金受取利息収入 9 14 △ 5
運動公園定期預金利息収入 5 8 △ 3
武道館定期預金利息収入 4 6 △ 2

雑収入 109 109 0
運動公園雑収入 24 24 0
武道館雑収入 85 85 0

経常収益計 437,909 440,479 △ 2,570
（２）経常費用

給料・職員手当 101,193 100,086 1,107
退職給付費用 5,882 5,992 △ 110
臨時雇賃金 39,590 39,292 298
法定福利費 23,643 23,485 158
福利厚生費 343 341 2
旅費交通費 3,335 3,784 △ 449
通信運搬費 1,865 2,296 △ 431
消耗品費 9,555 8,482 1,073
原材料費 6,605 6,681 △ 76
修繕費 8,245 8,245 0
印刷製本費 3,836 4,052 △ 216
燃料費 10,390 10,779 △ 389
光熱水費 64,554 61,716 2,838

平成29年度正味財産増減予算書(別表)平成29年度正味財産増減予算書(別表)平成29年度正味財産増減予算書(別表)平成29年度正味財産増減予算書(別表)

(単位：千円）
科     目

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
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賃借料 7,359 8,191 △ 832
保険料 1,328 1,320 8
諸謝金 11,270 12,851 △ 1,581
租税公課 13,622 13,594 28
負担金 2,039 2,017 22
補助金 2,100 2,100 0
委託費 146,127 145,810 317
手数料 365 113 252
雑費 0 0 0
交際費 0 0 0
減価償却費 318 318 0

経常費用計 463,564 461,545 2,019
当期収支差額 △ 25,655 △ 21,066 △ 4,589

（収益事業等会計）
H29 前年度 増　減

（１）経常収益
運動公園レストハウス事業収入 1,807 1,807 0
運動公園レストハウス使用料収入 1,807 1,807 0

武道館管理運営事業収入 27,646 24,000 3,646
施設利用料収入 27,646 24,000 3,646

自動販売機設置収入 13,800 13,399 401
運動公園自販機収入 9,600 9,371 229
武道館自販機収入 4,200 4,028 172

広告事業収入 228 228 0
運動公園広告収入 124 124 0
武道館広告収入 104 104 0

経常収益計 43,481 39,434 4,047
（２）経常費用

給料・職員手当 4,700 4,778 △ 78
退職給付費用 52 50 2
臨時雇賃金 1,363 1,135 228
法定福利費 857 850 7
福利厚生費 13 15 △ 2
旅費交通費 24 29 △ 5
通信運搬費 16 16 0
消耗品費 69 69 0
修繕費 286 286 0
印刷製本費 3 3 0
燃料費 729 761 △ 32
光熱水費 1,026 1,026 0
賃借料 3,370 3,370 0
保険料 37 37 0
租税公課 510 508 2
委託費 4,759 4,759 0
手数料 7 7 0

経常費用計 17,821 17,699 122
当期収支差額 25,660 21,735 3,925

（法人会計）
H29 前年度 増　減

（１）経常収益
基本財産運用収入 4,428 3,422 1,006
基本財産利息収入 4,428 3,422 1,006

特定資産利息収入 18 47 △ 29
退職手当積立金利息収入 18 47 △ 29
巡回指導車積立金利息収入 0 0 0

普通預金受取利息収入 1 1 0
普通預金利息収入 1 1 0

定期預金受取利息収入 50 102 △ 52
定期預金利息収入 50 102 △ 52

(単位：千円）
科     目

(単位：千円）
科     目
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雑収入 11 11 0
雑収入 11 11 0

経常収益計 4,508 3,583 925
（２）経常費用

給料・職員手当 1,493 1,506 △ 13
退職給付費用 164 155 9
臨時雇賃金 94 78 16
法定福利費 214 213 1
福利厚生費 3 3 0
旅費交通費 334 301 33
通信運搬費 39 39 0
消耗品費 152 65 87
印刷製本費 69 69 0
燃料費 0 0 0
光熱水費 258 258 0
賃借料 60 60 0
租税公課 205 197 8
負担金 100 50 50
委託費 735 627 108
手数料 283 283 0
交際費 44 44 0
減価償却費 0 0 0

経常費用計 4,247 3,948 299
当期収支差額 261 △ 365 626

(総括)
当期収支差額 266 304 △ 38

0 0 0
基本財産評価損益等 0 0 0
特定資産評価損益等 0 0 0

0 0 0
評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 266 304 △ 38
２．経常外増減の部
（１）経常外収益
経常外収益 0 0 0

経常外収益計 0 0 0
（２）経常外費用

0
法人税等 77 238 △ 161

経常外費用計 77 238 △ 161
当期経常外増減額 △ 77 △ 238 161
他会計振替額 0 0 0

189 66 123
一般正味財産期首残高 255,174 255,108 66
一般正味財産期末残高 255,363 255,174 189

Ⅱ 指定正味財産増減の部 0
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 750,204 750,204 0
指定正味財産期末残高 750,204 750,204 0

Ⅲ 正味財産期末残高　 1,005,567 1,005,378 189

（１）資金調達の見込みについて

（２）設備投資の見込みについて

資金調達及び設備投資の見込みについて

設備投資の予定なし

当期中に借入れによる資金調達の予定なし

当期一般正味財産増減額

評価損益等調整前当期経常増減額

投資有価証券評価損益等

経常外費用（過年度法人税等）
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